
戸田市告示第 号 

 戸田市内の町の区域及び名称を変更するため、地方自治法（昭和２２年法律

６７号）第２６０条第１項の規定による町の区域及び名称の変更の案について、

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第５条の２第１項の規定

に準じて次のとおり町の区域及び名称の変更案を公衆の縦覧に供する。

 なお、住居表示に関する法律第５条の２第２項の規定を準用し、公示された

案に係る町の区域内に住所を有する者で、本市の議会の議員及び長の選挙権を

有するものは、この案に異議があるときは、市長に対し、告示の日から３０日

を経過する日までに、５０人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対

する変更の請求をすることができる。 

令和元年１０月   日 

戸田市長  菅原 文仁 

１ 変更内容 

大字美女木字向田及び字外仲田の区域及び名称（別図参照） 

２ 変更案の縦覧場所 

  戸田市都市整備部都市計画課 

３ 縦覧期間 

令和元年１０月   日から令和元年１１月   日まで 

町の区域及び名称の変更案に係る公示（案）
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〇地方自治法（抜粋） 

 
第二百六十条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町

若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくは

その名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならな

い。 
 
 

〇住居表示に関する法律（抜粋） 

 
第五条の二 市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）は、第二条に規定する方法によ

る住居表示の実施のため、地方自治法第二百六十条第一項の規定により町若しくは字の区

域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更（以下「町又は字

の区域の新設等」という。）について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、そ

の案を公示しなければならない。 
 
 
２ 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の

議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めると

ころにより、市町村長に対し、前項の公示の日から三十日を経過する日までに、その五十

人以上の連署をもつて、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。 
 
 

〇住居表示に関する法律施行令（抜粋） 

 
第一条 住居表示に関する法律（以下「法」という。）第五条の二第二項の変更の請求（以

下「変更の請求」という。）をしようとする者は、その請求の内容及び理由（おおむね千

字以内とし、ほかに図画二枚以内を加えることができる。）を記載し、並びにその者の住

所及び生年月日を記入し、署名し印をおした文書（以下「変更の請求書」という。）によ

りその請求をするものとする。 
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